
○
社
会
労
働
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

（
衆
）

は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
　
　
考

101
国
会

67

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
衆
）

五
九
、
四
、
四

六
〇
、
一
二
、
三

六
〇
、
一
二
、
一
九

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

六
〇
、
一
〇
、
一
四

　
六
〇
、
一
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一
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、
三

修
　
　
正

百
一
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

百
二
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考
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国
会
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（
六
〇
、
四
、
一
七
）

六
〇
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四
、
一
七

未
　
　
　
　
　
　
　
了

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考
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伴
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般
廃
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処
理
業
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置
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一
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法
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案

社
会
労
働
委
員

長　
（
六
〇
、
一
一
、
二
八
）

六
〇
、
一
一
、
二
九

 

六
〇
、
一
二
、
三

六
〇
、
一
一
、
二
九

　
　
（
予
）

六
〇
、
一
二
、
一
九

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
三

可
　
　
決



医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
一
回
国
会
閣
法
第
六
七
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
、
医
療

計
画
の
作
成
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
医
療
法

人
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
医
療
計
画
及
び
医
療
法
人
に
関
す
る

事
項
等
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的

　
　
医
療
法
の
目
的
を
、
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設
及
び

　
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
の
整
備
を
推
進

　
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
医
療
を
提

　
供
す
る
体
制
の
確
保
を
図
り
、
も
つ
て
国
民
の
健
康
の
保
持
に
寄

　
与
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二
、
医
療
計
画
に
関
す
る
事
項

　
１
　
医
療
計
画
の
作
成

　
　
（
1
）
　
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す

　
　
　
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
（
医
療
計
画
）
を
定
め
る
も

　
の
と
す
る
こ
と
。
医
療
計
画
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
区

　
域
の
設
定
及
び
必
要
病
床
数
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の

　
と
す
る
ほ
か
、
そ
の
機
能
を
考
慮
し
た
病
院
の
整
備
の
目
標

　
　
（
政
府
原
案
で
は
、
一
般
医
療
を
提
供
す
る
病
院
、
高
度
・

　
特
殊
医
療
を
提
供
す
る
病
院
そ
の
他
の
病
院
の
整
備
の
目
標
）
、

　
へ
き
地
医
療
及
び
休
日
・
夜
間
診
療
等
の
救
急
医
療
の
確
保

　
　
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）
、
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の

　
他
医
療
に
関
す
る
施
設
相
互
の
機
能
・
業
務
の
連
係
（
政
府

　
原
案
で
は
、
病
院
及
び
診
療
所
）
、
医
師
、
歯
科
医
師
等
医
療

　
従
事
者
の
確
保
、
そ
の
他
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に

　
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

　
と
（
な
お
、
区
域
の
設
定
に
関
し
、
衆
議
院
修
正
に
お
い
て

　
　
「
高
度
又
は
特
殊
な
医
療
」
を
「
特
殊
な
医
療
」
に
改
正
）
。

　
区
域
の
設
定
及
び
必
要
病
床
数
に
関
す
る
標
準
は
、
医
療
審

　
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
厚
生
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る

　
こ
と
。

（
2
）
　
都
道
府
県
は
、
医
療
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、

　
公
衆
衛
生
、
薬
事
、
社
会
福
祉
そ
の
他
医
療
と
密
接
な
関
連

　
を
有
す
る
施
策
（
衆
議
院
修
正
に
お
い
て
「
薬
事
、
社
会
福

　
祉
」
を
追
加
）
と
の
連
係
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な



 
 
 　

　
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
3
）
　
都
道
府
県
は
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
医
療
計
画
に
再

　
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変

　
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
4
）
　
都
道
府
県
は
、
医
療
計
画
の
案
を
作
成
す
る
た
め
、
診
療

　
又
は
調
剤
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
の
意
見
を
聴
か
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
政
府
原
案
で
は
「
聴

　
く
も
の
と
す
る
こ
と
」
）

（
5
）
　
都
道
府
県
は
、
医
療
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
及
び

　
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
6
）
　
医
療
計
画
策
定
後
に
お
け
る
公
的
性
格
を
有
す
る
病
院
の

　
開
設
等
の
規
制
は
、
当
該
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
基
準

　
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
2
医
療
計
画
の
達
成
の
推
進

（
1
）
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
病
院
等
の
不
足
地
域
に
お
け

　
る
そ
の
整
備
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の

　
と
す
る
と
と
も
に
、
病
院
の
開
設
者
等
は
、
そ
の
建
物
、
設

　
備
等
を
病
院
に
勤
務
し
な
い
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師

　
　
　
　
（
政
府
原
案
で
は
「
医
師
又
は
歯
科
医
師
」
）
に
利
用
さ
せ

　
　
　
る
、
い
わ
ゆ
る
病
院
の
開
放
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
（
2
）
　
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
計
画
の
達
成
の
推
進
の
た
め
特

　
　
　
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
病
院
を
開
放
し
よ
う
と
す
る
者
等

　
　
　
に
対
し
、
病
院
の
開
設
又
は
病
院
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く

　
　
　
は
病
床
の
種
別
の
変
更
（
政
府
原
案
で
は
「
病
院
の
開
設
そ

　
　
　
の
他
必
要
な
事
項
」
）
に
関
し
て
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
医
療
法
人
に
関
す
る
事
項

　
１
　
医
療
法
人
の
設
立
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）

　
　
（
1
）
　
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
常
時
一
人
又
は
二
人
勤
務
す
る
診

　
　
　
療
所
に
つ
い
て
も
、
医
療
法
人
の
設
立
を
認
め
る
も
の
と
す

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
（
2
）
　
医
療
法
人
の
う
ち
、
二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
病

　
　
　
院
又
は
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
設
立
等
に
当

　
　
　
た
つ
て
は
、
厚
生
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

　
２
　
役
員

　
　
（
1
）
　
医
療
法
人
に
は
、
役
員
と
し
て
理
事
三
人
以
上
及
び
監
事

　
　
　
一
人
以
上
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も



　
　
に
、
役
員
の
欠
格
事
由
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
理
事
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

　
　
三
人
未
満
の
理
事
で
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
（
た
だ
し

　
　
書
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）

　
（
2
）
　
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
医
療
法

　
　
人
の
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
す
べ
て
理
事

　
　
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
事
長
は
医
師
又

　
　
歯
科
医
師
で
あ
る
理
事
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
も
の
と
す
る

　
　
こ
と
。

３
　
指
導
監
督

　
（
1
）
　
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
法
人
の
業
務
又
は
会
計
が
法
令

　
　
に
違
反
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
等
の
場
合
に
は
、

　
　
医
療
法
人
の
事
務
所
に
対
す
る
立
入
検
査
を
行
う
こ
と
が
で

　
　
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
違
反
等
の
事
実

　
　
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命

　
　
じ
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
業
務
停
止
命
令
又
は

　
　
役
員
の
解
任
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
（
2
）
　
都
道
府
県
知
事
が
、
医
療
法
人
に
対
し
、
業
務
の
停
止
を

　
　
命
じ
、
役
員
の
解
任
を
勧
告
し
、
又
は
設
立
の
認
可
を
取
り

　
　
　
消
す
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
医
療
審
議
会

　
　
　
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）

　
４
　
資
産
要
件
等
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）

　
　
　
医
療
法
人
の
資
産
要
件
を
明
確
化
す
る
こ
と
と
し
、
資
産
要

　
　
件
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
開
設
す
る
医
療
機
関
の
規
模

　
　
等
に
応
じ
、
厚
生
省
令
で
定
め
る
と
と
も
に
、
医
療
法
人
の
会

　
　
計
年
度
に
つ
い
て
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
で
別
段
の
定
め
を
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
検
討
そ
の
他
の
事
項

１
　
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
検
討
等
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追

　
加
）

　
　
政
府
は
、
病
院
及
び
診
療
所
の
在
り
方
を
含
め
た
医
療
提
供

　
体
制
、
今
後
の
医
療
の
需
要
に
対
応
し
た
医
師
、
歯
科
医
師
及

　
び
薬
剤
師
の
養
成
の
在
り
方
に
関
し
、
速
や
か
に
検
討
を
加
え
、

　
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

　
と
。
ま
た
、
政
府
は
、
地
域
の
適
正
な
医
療
の
確
保
に
係
る
医

　
療
機
関
の
社
会
的
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
医
療
機
関
の

　
経
営
基
盤
の
安
定
及
び
業
務
の
円
滑
な
継
続
を
図
る
た
め
の
措

　
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



２
　
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た

　
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
療
計
画
に
関
す
る
部
分

　
等
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

　
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
前
記
四
の
１
（
医
療
提
供

　
体
制
に
関
す
る
検
討
等
）
に
関
す
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

　
施
行
す
る
こ
と
。
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
一
部
追
加
等
）

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
つ
て
お
り
ま
す
議
案
の
う
ち
、
社
会
労
働
委

　
員
会
で
議
了
い
た
し
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に

　
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
本
案
は
、
人
口
の
高
齢
化
、
疾
病
構
造
の
変
化
等
に
対
応
し
て
、

　
適
正
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
医
療
制
度
の
見
直
し
を
行
う
も

　
の
で
あ
り
、
医
療
計
画
の
作
成
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と

　
と
も
に
、
医
療
法
人
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う

　
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
主
な
内
容
は
、
第
一
に
、
医
療
計
画
は
、
都
道
府
県
が
作
成

し
、
対
象
区
域
の
設
定
及
び
必
要
病
床
数
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る

ほ
か
、
病
院
の
整
備
の
目
標
そ
の
他
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
第
二
に
、
医
療
計
画
の
達
成

を
推
進
す
る
た
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
病
院
等
の
不
足
地

域
に
お
け
る
そ
の
整
備
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
病
院
の
開
設
者
等

は
、
建
物
、
設
備
等
を
そ
の
病
院
に
勤
務
し
な
い
医
師
、
歯
科
医
師

又
は
薬
剤
師
に
利
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
都

道
府
県
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
病
院
を
開
設
し
よ

う
と
す
る
者
等
に
対
し
、
開
設
等
に
関
し
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。
第
三
に
、
医
療
法
人
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
常
時
一
人

又
は
二
人
勤
務
す
る
診
療
所
に
つ
い
て
も
設
立
を
認
め
る
こ
と
。
第

四
に
、
医
療
法
人
の
役
員
の
定
数
及
び
欠
格
事
由
を
定
め
る
と
と
も

に
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
医
療
法
人
の

開
設
す
る
病
院
等
の
管
理
者
は
、
す
べ
て
理
事
と
し
、
理
事
長
は
医

師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
理
事
か
ら
選
出
す
る
こ
と
。
第
五
に
、
都

道
府
県
知
事
は
、
一
定
の
場
合
に
、
医
療
法
人
の
事
務
所
に
対
す
る

立
入
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
一
定
の
要
件
の
も
と

で
改
善
命
令
、
業
務
停
止
命
令
、
又
は
、
役
員
の
解
任
勧
告
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
医
療
機
関
の
適
正
配
置
、
区
域
設
定



・
必
要
病
床
数
の
標
準
、
医
業
経
営
、
営
利
目
的
の
開
設
、
住
民
の

意
見
の
尊
重
、
医
療
監
視
の
実
態
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
よ

り
原
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
多
数
を
も
つ
て

原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
の
合
理

化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

　
本
案
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
等
に
つ
い
て
の
合
理
化
事
業
の

実
情
に
か
ん
が
み
、
合
理
化
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
と
し
て
、

下
水
道
の
整
備
等
に
よ
り
業
務
の
縮
小
又
は
廃
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
を
行
う
者
に
対
す
る
資
金
上
の
措
置
に
関

す
る
事
項
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
つ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
の
合
理
化
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
号
）

要
旨

　
一
、
本
法
律
案
は
、
「
下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理

　
　
業
等
の
合
理
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
く
合
理
化
事
業

　
　
計
画
を
定
め
た
市
町
村
は
な
く
、
一
部
市
町
村
に
お
い
て
一
般
廃

　
　
棄
物
処
理
業
者
等
に
対
す
る
事
実
上
の
措
置
を
行
つ
て
い
る
と
い

　
　
う
実
情
に
か
ん
が
み
、
合
理
化
事
業
計
画
に
定
め
る
事
項
と
し
て
、

　
　
下
水
道
の
整
備
等
に
よ
り
業
務
の
縮
小
又
は
廃
止
を
余
儀
な
く
さ

　
　
れ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
を
行
う
者
に
対
す
る
資
金
上
の
措
置

　
　
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
五
五
ペ
ー
ジ
参
照




